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48 知的資産創造／2004年10月号

1 地価下落は12年にも及び、｢土地神話」は崩壊した。人口の集中する東京、大

阪、名古屋の３大経済圏で安価な住宅地を大量に供給するというかつての政策

目標は、地価の下落と1990年代後半以降の住宅の大量供給により、事実上達成

された。現在は、住宅地、商業地とも不足していない。

2 公的債務は700兆円に達しており、以前のように税制により地価を制御するこ

とは困難である。住宅取得にかかわる税の大部分を占めているのは建物に対す

る消費税だが、今後、消費税の引き上げはやむを得ない状況にある。また、保

有コストの中心である固定資産税は、都市計画税と合わせると市町村税の５割

にも達しており、これを引き下げると市町村の財政に多大な影響が及ぶ。

3 税制の改正においては、土地の長期キャピタルゲイン税の引き下げと同時に、

土地売却損の損益通算が廃止されるなど、常に財政とのかかわりが意識される

ようになってきた。相続税の基礎控除は、資産デフレで地価が暴落した現在で

は相続税減収の主因となっているため、収入を確保するために引き下げる必要

がある。現在では、税制によって３大経済圏の地価を管理する必要性は薄れ、

財政上の理由からも税の軽減は行いづらい環境にある。

4 近い将来訪れる人口減社会では、世代間の利害の調整、そして都市と地方の共

存が課題となろう。前者は社会保障制度改革であり、後者については、都市に

集中していた人口を地方へ導き、地方経済の活性化を図ることが重要である。

土地にかかわる税制は、人口集中によりもたらされた大都市の地価上昇への対

応ではなく、総合的な過疎化対策の一環として再構築すべきである。
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49不動産税制の歩みと展望

戦後の不動産税制は、高度成長に伴う３大

経済圏への人口集中に起因する住宅地価格の

上昇を抑えることが、その基本的な考え方で

あった。不動産にかかわる主要な税項目は、

表１のとおりである。

土地供給を促進するためには、固定資産税

を引き上げるなどして土地保有コストを上昇

させる政策もある。しかし、1992年まではそ

のような政策がとられることはなく（３大経

済圏の農業地が宅地並みに課税されることは

なかった）、地価高騰に対しては、長期保有

の土地に対するキャピタルゲイン税率を低く

抑えることで、地主からの土地供給を促す政

策がとられてきた。ところが、この場合、不

動産取得者の投資収益率が高くなり、地価上

昇に結びつく弱点があった。

また、個人が不動産投資を行う場合に、給

与所得と不動産所得の損益通算が認められて

いたため、土地に対する需要が増した。個人

が借金で住宅を購入して賃貸にした場合、当

初は利払いにより賃貸については赤字となる

が、給与所得と損益通算が可能であったた

め、結果として所得税納付を節約できること

になる。地価上昇時には、所得税納付を節約

する一方で、保有している不動産の含み益も

増えることになるので、これが投資戦略とし

て利用されることが多かった。

さらに、相続財産の評価に際し、土地の評

価額が実勢価格を大きく下回っていたこと

が、相続対策としての土地購入を促し、地価

上昇の一因となった。地価は正確に評価する

ことが難しい資産である。財産評価に際して

は、実勢価格を下回る価格とされてきた（バ

ブル期には実勢価格の５割前後が相続税法上

の財産評価価格であった）。このため、相続

税の負担が重くなりそうな場合には、不動産

を借金で購入するという、実体経済にとって

不要な土地投資が行われた。

しかし、1990年代に入り、個人が賃貸業を

営む際の損金算入の範囲が縮小されたことに

加え、地価急落により相続税対策そのものが

不要となったため、この２つの問題は一応解

決に至った。

過去を振り返ると、金融緩和期に地価は上

昇していたことがわかる。本格的な金融緩和

政策がとられたのは、急激な円高を迎えた局

面、具体的には1971～73年のニクソン・ショ

ック期、1986～89年のプラザ合意期である。

急激な円高は低金利をもたらし、地価急騰に

つながった。３大経済圏への人口集中、国際

競争力の上昇を背景に、地価は金融政策や土

地税制の変化に応じて変動しつつも、1990年

までは上昇し続けた。

しかし、それ以降は、不良債権問題による

銀行の弱体化や、経済の長期的な成長に対す

る信頼の低下、人口減社会の到来への危機感

などにより、金融緩和期でありながら地価の

下落が続いている。

本稿では、これまでに行われた税制改革を

Ⅰ 住宅地価格の抑制を基本とした
1992年までの不動産税制

表1 不動産関連の税制

注）消費税は家屋に対してだけ課される

取得コスト

保有コスト

キャピタルゲイン課税

国税

消費税

相続税、贈与税

登録免許税

地価税

所得税

法人税

地方税

地方消費税

不動産取得税

特別土地保有税（取得分）

固定資産税

都市計画税

特別土地保有税（保有分）

個人住民税

法人住民税
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50 知的資産創造／2004年10月号

振り返りつつ、今後の不動産税制のあるべき

姿を考えていく。

1 1969年の土地税制改革
1960年代に入ると、３大経済圏に人口が集

中し、土地不足から住宅地価格は上昇を続け

た（図１）。1970年の６大都市住宅地価格は、

60年の約６倍に達した（商業地は4.6倍）。

住宅地価格の上昇は大きな社会問題とな

り、1968年の税制調査会では、①個人の長期

保有土地の譲渡所得に対する軽課税、および

固定資産税の評価の適正化（土地供給の促

進）、②土地の短期売買益に対する重課税

（投機の抑制）、および事業用・居住用買い換

え特例の合理化、③地域開発利益の吸収は税

以外の手段で実施――という３つの答申を

行った。この答申を受けて、1969年には土地

にかかわる税制が大幅に改正されることとな

った。

改革前には、土地の売却益に対しては総合

課税となっており、税制上の優遇はなかっ

た。このため、土地を大量には処分しづらい

状況にあった。そこで、土地供給を促すため

に、課税方式は総合課税から低率分離課税へ

と変更された。また、大都市の土地供給を促

し、住宅地価格を下げることを意図して、こ

の分離課税率を年月の経過につれて上がるよ

う設定した。具体的な税率は、表２のとおり

である。

一方、土地供給の増加に伴う投機的売買を

抑えるために、保有期間５年以下（短期）の

キャピタルゲインには重税を課すこととなっ

た。不動産キャピタルゲインに対する課税の

基本原則ともいえる「短期重課、長期軽課」

の原型は、このときに形作られたのである。

しかし、長期キャピタルゲイン税率の引き下

げは土地の供給を加速することになったもの

の、法人が土地を買い占めた結果、むしろ地

価は急騰することになってしまった。

2 ニクソン・ショックと
列島改造論
1971年のニクソン・ショック、そしてスミ

ソニアン合意を経て、為替レートは戦後の１

ドル360円の固定相場制から変動相場制とな

った。円相場は1973年初頭には１ドル260円

にまで上昇し、円高による輸出産業の収益悪

化が国内景気に悪影響を及ぼすことを阻止す

るために、低金利政策および拡張的な財政政

策がとられた（図２）。

田中内閣による景気刺激的な財政政策のキ

ーワードは「列島改造論」であり、中央政府

図1　1955～80年の6大都市の地価推移（2000年3月末＝100）�
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表2 土地（保有期間5年超）に対するキャピタル
ゲイン課税

期間

1969～71年

1972、73年

1974、75年

国税

10

15

20

地方税

4

5

6

合計

14

20

26

（単位：％）
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51不動産税制の歩みと展望

主導の大規模な地域開発への期待から、さら

に地価上昇が進んだ（６大都市の住宅地価格

は1971年３月から74年３月の間にほぼ２倍に

なった）。円高による国内資金需要低迷下の

金融緩和政策を背景に、資金調達力を増した

法人の土地投機が活発になり、税率引き下げ

で地主が供給した土地の多くは法人に吸収さ

れてしまった。このため、安価な個人住宅用

土地の供給という目的を達成することはでき

なかった。

1973年には、第一次オイルショックをきっ

かけに４月に公定歩合が引き上げられ（金融

引き締め期への突入）、銀行貸出額が規制さ

れることになる。なかでも1971、72年の不動

産業者と総合商社の土地買い占めに対する社

会批判から、不動産関連融資に関しては貸出

額が一段と抑えられることとなった。この年

の後半には、原油価格の高騰に伴って消費者

物価上昇率が20％を上回り、トイレットペー

パーの買い占めなどの混乱が続いた。

その結果、1973年、74年の金融引き締めは

過去に例を見ないほど厳しいものとなり、短

期金利は20％を上回った（３カ月現先レー

ト）。そして、この厳しい金融引き締め政策

により、地価上昇は終わりを告げることとな

った。

3 1969年税制の修正
1973年には、急激な地価上昇に対処するた

めに、69年に改正された土地税制を改めるこ

ととなった。

まず、1974年４月から、法人が69年１月以

降に購入した土地の売却益に対しては、通常

の法人税に加えて20％の追加課税が行われる

ことになった。また、個人不動産業者に対し

ては、売却益に40％の分離課税が行われるこ

ととなった。地価上昇に伴う利益を吸い上げ

ることが目的であった。

さらに、1969年１月以降に取得した土地に

ついて、取得金額を課税標準とし、毎年１月

１日現在の保有分に対して1.4％の保有税を

課すという特別土地保有税が導入された。特

別土地保有税は市町村税であり、保有面積、

年間の取得面積が一定の規模を超えている場

合にだけ課される。特別土地保有税には保有

税部分と取得税部分がある。取得税部分は、

1973年７月以降に取得した土地に対して３％

の税を課すものである。

特別土地保有税（保有分）は、1969年以降

に取得された大規模な土地に時価をベースと

した保有税を課すことで、法人からの土地供

給を促すものである。また、特別土地保有税

（取得分）は、大口土地の購入コストを上げ

ることで、地価下落を図るものである。しか

し、特別土地保有税（保有分）は、企業が土

地処分に追い込まれるほどの高税率ではなか

ったため、政策目標を十分に達成することが

図2　公定歩合と円ドルレートの推移（1965～76年）�
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できなかった。1980年代になると、経済界か

らの反対もあり、適用範囲はむしろ縮小され

ていく。

一方、1969年の税制改革の目玉ともいえた

土地の長期キャピタルゲインへの低率課税

は、72年、73年の所得番付リストに土地長者

が並んだこともあり、75年に改められること

となった。1976年から80年までの間の長期キ

ャピタルゲインは、2000万円以下については

20％の分離課税とし、それを超える部分につ

いては４分の３に引き下げたうえで、総合課

税とされた（総合課税の復活）。

1969年の土地税制改革は、ニクソン・ショ

ックが引き金となった円高に対応した低金利

政策の発動、そして列島改造論というスロー

ガンのもとでの拡張的な財政政策（および、

それらの結果としての法人の土地保有の急

増）により、地価上昇という副作用だけを残

し、安価な住居用地の大量供給という目的を

達成することのないまま、特別土地保有税の

導入、キャピタルゲインへの総合課税で幕を

閉じた。

4 1980年代前半の税率緩和
土地の売却益に対して低率分離課税とする

ことは、土地長者の増加につながり、社会的

公正には反するのかもしれない。しかし、３

大経済圏への人口集中は続いており、土地供

給が望まれる局面では、土地の売却益に対す

る税を優遇する必要があった。

1980年代の土地税制改革は、土地のキャピ

タルゲインに対する税制を、総合課税から分

離課税へ変えようという試みであった。1982

年に、①長期の定義を５年超から10年超へと

変更、②長期（10年超）保有の場合、4000万

円以下は20％分離課税、4000万円を超える

売却益は２分の１にして総合課税――となっ

た。

一方、個人事業主などが事業目的で購入し

た土地が未使用だった場合、その土地を購入

するための借入金の利子の損金算入は否定さ

れていたが、1981年に通達が改正され、使用

開始日までの期間の支払利子を取得価格に算

入することが認められた。1969年の土地税制

改革により短期キャピタルゲインにかかわる

税負担が重くなったが、この点を考慮して支

払利子の取得原価への算入が認められること

になったのである。しかし、借入金利子の取

得価格への上乗せを認めることは、損金算入

を認めることと同義であり、個人事業者の土

地投機に拍車をかける結果となった。

また、1982年には居住用資産に買い換え特

例が設けられることとなった。買い換え特例

とは、自宅を売却してより高い住宅を購入す

る場合、一定の要件を満たせばキャピタルゲ

イン部分の課税を繰り延べることを認める制

度である。その本来の目的は、都心に不動産

を所有する個人が、その売却代金で他の地域

の不動産を購入するならば、売却益に対する

課税の繰り延べを可能とすることで、都心の

再開発を促すことにあった。

しかし、1980年代後半に、都心では再開発

のための地上げが盛んに行われて地価が急騰

したことから、個人が買い換え特例を利用し

て都心の土地を売却し、郊外に大型住宅を購

入するケースが多発した。このことは、都心

の商業地開発に伴う地価上昇を郊外に波及さ

せることにつながった。

特別土地保有税も、徐々に適用範囲を狭め

ていく。土地保有税の対象となるのは、主と
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して1969年以降に大量の土地を取得した企業

である。経済界は、特別土地保有税の緩和を

強く望んだ。1978年には「相当程度利用され

ている土地｣、82年には「相当程度利用され

る見通しがある土地」が課税対象外となり、

85年には市街化区域内の土地を除いて、保有

期間が10年を超える土地が課税対象外となっ

た。このように、一時はその税収が1000億円

弱にもなった特別土地保有税の適用範囲は、

1980年代に縮小し続けた。

5 バブル経済下の土地税制
1986年、米国は拡大する財政赤字、巨額な

貿易赤字という状況下で、主要先進国が協調

して金利を引き下げ、ドル安を容認すること

を求め、プラザ合意が成立した。その結果、

円相場は1985年の１ドル240円から、88年に

は120円にまで上昇した。円高デフレを防ぐ

目的で低金利政策がとられたこと、および都

心の商業用ビルの容積率が緩和されたことか

ら、３大経済圏の商業用ビル建設に拍車がか

かり、都心の地価上昇につながった。また前

述したように、買い換え特例の制度により、

都心の地価上昇が郊外にも波及した（図３、

図４）。

1980年代後半の経常収支の黒字は、平均年

９兆円に達した。日本に集中するドルを世界

経済の発展のために東京から世界に還元して

いくことを目的として、｢青年債権国日本」

のキャッチフレーズのもと、東京国際金融セ

ンター構想が打ち出された。ニューヨーク、

ロンドンに並ぶ国際金融センターとしての東

京にかかる期待が都市再開発に拍車をかけ、

1986年から89年にかけての株式・土地のバブ

ル時代が到来する。

しかし、不動産価格が上昇したことで、投

機的売買を抑制して土地供給を促進する必要

性が叫ばれるようになり、1987年10月からは

土地売却に対して、税制上の優遇する長期譲

渡の期間を10年超から５年超へと短縮するこ

とになった。また、投機的な土地売買を抑え

るために、短期土地売買に対する課税が強化

された。法人の土地売却益に関しては、前回

と同じく追加税が導入され、追加法人税は保

有期間が２年以下の場合には30％、２年超５

年以下の場合には20％と定められた。

％�

図3　公定歩合と円ドルレートの推移（1982～95年）
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1988年には、郊外住宅地の価格上昇の原因

であった買い換え特例の適用範囲が大幅に縮

小された。買い換え特例の適用範囲が縮小さ

れると個人の住宅買い換えが困難になるた

め、個人が長期間居住した自宅を売却する場

合のキャピタルゲインに対して、特別の優遇

税制を導入することとなった（売却益3000万

円まで特別控除、3000万円超7000万円までの

売却益に10％、7000万円超の売却益に15％の

分離課税）。

1989年には、地価上昇を抑制するために土

地供給を一段と促進する必要があるとして、

土地の長期保有に対する総合課税は撤廃さ

れ、キャピタルゲイン4000万円以下に対して

は26％の分離課税、それを超える部分には

32.5％の完全分離課税を適用することとなっ

た。これは土地供給を促し、地価を下げるこ

とを目的とした税制改正であったが、地価急

騰期に土地の売却益を優遇したことで、社会

的な反感を招いた。

バブル期の地価急騰は、前回と同様、金融

引き締め政策の発動（1990年、公定歩合引き

上げ）、および地価高騰への社会批判の高ま

りに対応した不動産向け貸出額規制により、

終わりを告げることとなり、1991年には地価

は下落に転じた。

1 1992年の税制改革
1986年から90年にかけての土地バブルへの

税制上の対応策は、92年の土地税制改革で実

現された。つまり、金融引き締め政策による

土地バブル崩壊の後に、それを追う形で本格

的な税制面での地価下落政策がとられたので

ある。それ以降、現在まで地価は下落し続け

ており、1992年の土地税制は徐々に緩和され

ていくことになる。

1986年から89年にかけての地価急騰の理由

としては、次の３点があげられる。

①金融緩和下の低金利、および銀行による

不動産向け過剰融資（これが不良債権問

題を引き起こし、1990年代の長期不況の

一因となる）

②固定資産税の実効税率が低かったこと

（バブル期には固定資産税の課税標準額

は時価の30％以下だった）

③相続税の基礎控除額が低かったこと、買

い換え特例が適用されていたこと、個人

が不動産投資を行う際に損益通算が認め

られていたこと等の税制上の問題

1992年の土地税制改革の目的は、社会批判

の的にもなった地価急騰への対応であり、列

島改造バブル期と同様に不動産に対するキャ

ピタルゲイン税率が引き上げられた。短期キ

ャピタルゲインは1987年に続いて92年にも引

き上げられ、また長期キャピタルゲイン税率

も一律39％（含む住民税９％）にまで引き上

げられた（法人が５年を超えて保有している

土地の売却益に対しても、10％の追加課税が

行われた）。

また、上記③への対策として、相続税の基

礎控除の引き上げなどの対策がとられること

となった。地価急騰に伴って相続税負担が重

くなったことで、土地保有者による節税を目

的とした借金での土地購入、あるいは養子縁

組の増加といった事態も引き起こされた（基

礎控除額は「2000万円＋400万円×法定相続

人数」であったため、法定相続人を増やせば

Ⅱ　地価下落下に徐々に緩和された
1992～2004年の土地税制
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農地とに分け、後者に対しては宅地並み課税

を行うこととなった。

首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉）で

は、2001年末時点で合計１万ヘクタールほど

の市街化区域内農地が、生産緑地ではなく、

宅地並み課税されている。

しかし、これらの地価抑制対策は、すでに

下がり始めていた地価をさらに下落させる

ことになり、そこに銀行不良債権問題をきっ

かけとした金融仲介機能の麻痺も加わって、

地価下落はより一層加速することになった。

こうして1992年土地税制改革は、その後なし

くずし的に、変更を余儀なくされることと

なる。

2 銀行過剰融資の背景
ここでは、前述した銀行の不動産向け過剰

融資の背景について、企業金融とのかかわり

も含めて述べる。

（１）低下するD/Eレシオ

過去の企業財務を振り返ることから始めよ

う。次ページの図５は、高度成長期以降の

D/Eレシオ（自己資本の何倍の借金があるか

を表す「自己資本比率の逆数｣）と、有形固

定資産の前年比伸び率（設備投資増加率）の

推移を示したものである。高度成長期（昭和

30年代から48年まで）には、企業の設備投資

増加率は前年比10～20％の間で推移してい

た。この間、企業は資金需要を借入金で調達

し、D/Eレシオは上昇し続けた。

この時期、企業の自己資本比率が低下傾向

を示すことに対して、会計学者などは強い懸

念を示した。しかし、企業は借り入れ中心の

資金調達を変えようとはしなかった。それは

増やすほど基礎控除額が増える）。こうして、

1992年、94年と基礎控除額が引き上げられ、

現在の基礎控除額は「5000万円＋1000万円×

法定相続人数」となっている。

さらに、個人による節税目的の不動産投資

を抑制するために、一戸建て住宅を購入して

賃貸する場合には、土地取得にかかわる借入

金の利子の損金算入を認めないことが定めら

れた（1992年）。こうして、所得控除を狙っ

た不動産投資は、住宅価格に占める土地代金

の割合が低いマンションだけに限定されるこ

とになった。なお、都心の地価上昇を郊外に

波及させる原因となった買い換え特例につい

ては、1988年に適用範囲をほぼ相続財産にの

み限定するまでに縮小された。

1992年の土地税制改革は、以前に一度も本

格的に引き上げられたことのなかった保有コ

ストを引き上げたことが最大のポイントであ

った。1992年１月には地価税（相続税法上の

土地評価額を課税標準として0.3％課税）が

導入され、94年度からは固定資産税の課税標

準を公示価格の一定比率にまで引き上げるこ

とも定められた。また、適用範囲が縮小され

た特別土地保有税も一部強化されることとな

った。

市街化区域内の農地に対する固定資産税

も、宅地並みの課税となった。３大経済圏で

住宅地価格が高騰している一方で、市街化区

域内農地の固定資産税が低率で抑えられてい

ることは、地価高騰の元凶であり、元来、市

街化区域内農地に対して一般農地並み課税を

行うことには反発が強かった。そこで、農地

を生産緑地（都市緑地保全の観点から、営農

を続けたい農家を保護し、一般農地並み課税

とする農地）と、それ以外の宅地転換自由の
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以下のような理由による。

ROE：自己資本利益率

P：利益

r：事業利益率（営業利益／総資産）

A（資産）＝D（借入金）＋E（自己資本）

i：借り入れコスト

とすると、

P＝A×r－D×i

P/E＝（D＋E）/E×r－D/E× i

ROE＝r＋（r－i）D/E

となる。

この式が意味するのは、高い事業利益率が

期待できる局面では、借入金を大幅に増やし

て投資を行った方が自己資本利益率は高くな

るということである。高度成長期の企業の財

務戦略は、この式に沿って行われた。

しかし、この財務戦略は1973年の第一次オ

イルショックによって壁にぶち当たる。トイ

レットベーパーが買い占められるなど、日本

の消費者物価は前年比20％強上昇し、日本銀

行の金融引き締め政策は過去に例のないほど

厳しいものとなった。このため、自己資本比

率が低く、銀行依存度が極めて高い日本企業

の資金繰りは極端に悪化した。また、金利に

おいても自由金利である現先レートが20％台

に上昇する事態となった。この金利上昇は、

企業収益の極端な悪化につながった。

こうして第一次オイルショックが一段落し

た後には、日本企業の財務戦略は大きな方向

転換を迫られることとなった。自己資本比率

の引き上げ、キャッシュフローの範囲内での

設備投資という体制への移行である。

（２）メインバンク制の崩壊

では、この間、企業の利潤率はどのように

変化したのか。図６は、総資本営業利益率

（金利支払い前の利益率）と総資本経常利益

率（金利支払い後の利益率）、および両者の

差、すなわち金融収支（図上ではプラスで表

示）を見たものである。

図5　D/Eレシオと有形固定資産増加率の推移�

注）D/Eレシオ：自己資本比率の逆数��
出所）財務省財務総合政策研究所編「法人企業統計季報（製造業）」�
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高度成長期には、営業利益率は高かったも

のの、企業は巨額の借金を行っていたため、

金融収支は４％前後のマイナスとなり、営業

利益率より低い経常利益率となっていた。

しかし、1970年代後半から80年代にかけ

て、この金融収支はゼロに近づいていった。

これは、企業の設備投資が高度成長期に比べ

て大幅に減速したこと、および空前の規模の

エクイティファイナンスが行われ（転換社

債、ワラント債などのエクイティリンク型の

債券と有償増資を合わせたエクイティファイ

ナンス額は、1980年代前半には3.2兆円、後

半には13.5兆円に上った）、企業の借入金返

済、手元流動性の積み上げが続いたためで

ある。

企業の自己資本比率の上昇による自己金融

力の上昇、そして急速に積み上がる手元流動

性、これらは戦後の国内金融市場が経験した

ことのない事態である。1980年代後半に至っ

て、金融市場では大企業の「銀行離れ｣（メ

インバンク制の崩壊）が注目を集めることと

なる。

戦後、すべての企業は過小資本であった。

にもかかわらず、先進国へ追いつくために、

設備投資が空前の規模で強行された。その資

金調達の大半は、銀行借り入れによるものだ

った。1970年代前半まで、企業は前年比20～

30％増の設備投資を行い、D/Eレシオは一貫

して上昇した。高度成長の時代、個人貯蓄の

大半は銀行の定期預金となっており、カネは

銀行にしかなかったのである。

こうして、高度成長期には自己資本比率の

低い企業に対して、債権者である銀行は、そ

の意思決定に大きな影響力を持った。また企

業側も、銀行からより多くの資金を得るため

に、銀行の要請に応える金融取引を行った。

これが高度成長期のメインバンク制の背景と

いえる。

しかし、第一次オイルショック後の成長率

の減速に伴い、有形固定資産の増加率は前年

比５～10％にまで低下し、一方でエクイティ

ファイナンスにより企業が着実に自己資本を

充実したことも加わって、D/Eレシオは1990

年頃には１倍にまで低下した。こうして、企

図6　総資本経常利益率と総資本営業利益率の推移�

総資本営業利益率（A）�

総資本経常利益率（B）�

A－B（右軸）�

出所）財務省財務総合政策研究所編「法人企業統計季報（製造業）」�
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業によっては借入金より当該銀行への現預金

の方が多くなるケースが出来するなど、企業

と銀行のバランスは大きく変わり、1980年代

後半にはメインバンク制は終わりを告げたと

いえよう。

（３）不動産融資の急増

この大企業の借り入れ需要が大きく減少

（時には純減）したことで、銀行は中小企業

融資にその行動をシフトした。しかし、1980

年代の円高不況の時期、中小企業に巨額の資

金需要があるはずもない。このため銀行貸し

出しは、円高対策としての低金利政策が契機

となって上昇する不動産市場に向けられ、ノ

ンバンク、不動産向け融資の急増につながっ

た。そして、この不動産への集中融資が、

1990年代の銀行不良資産問題の原因となっ

た。表３は、1985年末から89年末までの、都

市銀行、長期信用銀行、信託銀行の貸し出し

増加額の内訳である。

製造業の大企業向け融資は、すべての業態

で純減している。長信銀と信託で大企業向け

貸し出しが増加しているのは、建設・不動

産、金融・保険・リース（ノンバンク）の関

連である。中小企業向け貸し出しも、長信銀

と信託のそれはすべて不動産関連である。

1990年代の銀行再編成の折、表に見られる

ように、都銀では不動産関係以外の貸し出し

がある程度行われていたこと、また個人向け

住宅ローンも存在したことから、相対的に不

良資産比率は低かったが、長信銀と信託では

貸し出しが過度に不動産に集中し、能力を上

回る不良資産償却が必要となったため、再編

成は都銀主導で行われることになった。

（４）銀行不良資産問題の発生

1989年、異常な地価上昇を抑制するための

不動産向け貸し出し増加額規制がきっかけと

なって、地価の下落が始まる。そして景気後

退も加わり、商業用ビルに対する需要も大き

く減少した。その結果、不動産業が保有して

いる不動産の価格暴落を招き、その一方で完

成した商業用ビルへの入居もないという状況

に陥った。

担保としての不動産の価値が急落したた

め、銀行は不動産向け融資の償却に追われ

た。償却の原資は、毎年の利益と株式の含み

益である。しかし、東京株式市場の下落によ

り株式の含み益は急減、毎年の利益だけでは

不良資産をすべて償却することができず、銀

行の自己資本比率は低下し、銀行が自己資本

比率を維持するために企業向け貸し出しを削

減する恐れがあった。銀行の弱体化が日本の

経済に悪影響を及ぼすと懸念された結果とし
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表3 1985年末～89年末の銀行貸し出しの内訳（純増ベース）

大企業

製造

公益

流通・サービス

建設・不動産

金融・保険・リース

中小企業

製造

公益

流通・サービス

建設・不動産

金融・保険・リース

個人

その他

合計

中小企業比率（％）

金融・保険・リース比率（％）

建設・不動産比率（％）

個人ローン比率（％）

都市銀行

－8.1

－7.0

0.0

－1.7

－0.3

0.9

19.0

3.4

0.9

14.4

12.7

6.3

19.0

0.7

49.6

38.4

14.5

25.0

38.3

長期信用銀行

3.6

－1.5

0.4

1.0

0.5

3.2

8.0

0.3

0.2

1.1

2.4

4.0

0.0

0.4

12.0

66.7

60.0

24.2

0.0

信託銀行

2.0

－2.2

0.3

0.0

0.2

3.7

10.3

0.0

0.0

0.8

2.8

6.7

1.0

－0.3

13.2

78.0

78.8

22.7

7.6

（単位：兆円）

出所）日本銀行『経済統計月報』
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て、1990年代後半には、銀行に対して公的資

金が導入され、銀行再編成が本格化する。

不良資産問題を契機として、銀行業は大き

く弱体化した。このため、1990年代の長期間

にわたる金融緩和政策にもかかわらず、不動

産を購入する法人はほとんどなかった。その

主な原因は、東アジアでの国際競争が激化す

るなかで企業がリストラに専念したことと、

銀行に与信力がなくなったことである。法人

による土地投機が全くなく、法人が売り越し

に転じたことが、1990年代の金融緩和期の特

徴である。

3 取得面から見た税コスト
国税庁が発表した2004年１月の路線地価

（全国ベース）は、前年比5.0％のマイナスで、

12年間連続の下落となった。６大都市商業地

の実勢価格で見ても、バブル期に比べて地価

は５分の１以下の水準となってしまった（株

価は４分の１）。このような資産デフレは企

業収益の回復に悪影響を及ぼし、銀行の不良

資産処理を難しくするという恐れから、1990

年代には低金利政策と土地税制の変更が続い

た。そこで、1990年代以降の個人の不動産税

制の変化について検討する。

ここでは、新築一戸建て住宅（建物2000万

円、土地3000万円、計5000万円）を、自己資

金1000万円、親からの贈与（住宅取得資金の

贈与に関する特例）1000万円、住宅ローン

3000万円で購入したケースで考える（土地を

借金で購入し、建物は自己資金で建てたと仮

定）。なお、建物は床面積120平方メートルの

特例適格住宅とする。

住宅購入にかかわる税コストには、不動産

登録免許税、不動産取得税、建物に対する消

費税の３つがある。

（１）不動産登録免許税（国税）

「不動産の取得は意思表示によって成立する

が、第三者に対抗するためには登記を必要と

する」との民法の物権法規定がある以上、自

己の不動産に対する権利を保全するためには

登記が必要である。登記には、不動産登録免

許税が課せられる（表４）。

1990年代以降、不動産登録免許税は、住宅

建設を促すためにある程度引き下げられた。

土地登記の課税標準は固定資産税台帳上の土

地価格（住宅地に関しては、2003年の評価替

えにより時価のほぼ７割に引き上げられた）、

建物登記の課税標準も固定資産税台帳の建物

価格（東京法務局新築建物価格認定基準では

１平方メートル当たり８万円）であり、住宅

ローンの抵当権設定のための登記の課税標準

は住宅ローン借入残高である。

上述の例（総額5000万円、住宅ローン3000

万円）の住宅を取得した場合の登録免許税

は34.4万円となる。

不動産の登記：3000×0.7×1％＝21

建物の登記：120×8×0.15％＝1.4

住宅ローンの登記：3000×0.4％＝12

合計：21＋1.4＋12＝34.4

（２）不動産取得税（都道府県税）

不動産取得税は、土地と建物に分けて計算
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表4 不動産登録免許税の内訳

土地の移転登記

建物の保存登記　　　

抵当権の登記

2003年

1％

0.15％

0.4％

1993年

5％

0.3％

0.4％
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する。個人の住居の場合、課税標準は双方と

も固定資産税台帳価格である（表５）。

この表のとおり、土地に対する課税標準は

この10年間で若干変わった。これは1990年代

に、固定資産評価が時価とあまりに乖離しす

ぎていたため、台帳価格を時価の７割に引き

上げたところ、課税標準が上がり納税額が増

えてしまうという現象が生じた。これを防ぐ

ために、台帳価格の50％を課税標準としたの

である。前述の例での不動産取得税は31.5万

円である。

土地：3000×0.7×50％×3％＝31.5

建物：（120×8－1200）×3％＝－7.2 →税なし

合計：31.5＋0＝31.5

不動産取得税収入は、1991年度には約6700

億円だったが、固定資産評価が公示価格の７

割にまで引き上げられたため、90年代半ばに

は9000億円にまで増加した。それ以降は地価

下落に伴い、税収も低下した（2003年度は

6000億円）。

なお、法人の不動産取得税率は1990年代に

地価下落が続いた際にも引き下げられなかっ

たが、2003年から2006年の間は４％から３％

に引き下げられることが決まった。

（３）消費税

建築価格の５％で、2000万円×５％＝100

万円となる。したがって、例にあげた住宅

（5000万円）を購入したときの取得にかかわ

る税コストは166万円となる。

登録免許税：34.4

不動産取得税：31.5

建物消費税：100

合計：34.4＋31.5＋100＝165.9

この額は住宅金額の3.3％に当たり、消費

税が最大のウエートを占める（消費税を除く

と1.3％）。今後、消費税は引き上げられる可

能性が高く、土地政策の立場から不動産の取

得にかかわる税コストを下げることは困難と

なろう。

（４）相続税における基礎控除の引き下げ

バブル期の不動産価格の上昇で、予想もし

ない相続税を支払う必要に迫られる人が続出

した。相続税納付額を減らすため、生前に

借金で土地を購入する人が増え、不動産価格

の上昇がさらに不動産需要を増やすという

悪循環に陥った。このため、1989年から94年

にかけて、相続税計算における基礎控除は、

｢2000万円＋400万円×法定相続人」から

｢5000万円＋1000万円×法定相続人数」へと

引き上げられ、無意味な節税を目的とした不

動産投資の抑制が図られた。

また、主に中小企業の相続負担の軽減を目

的として、小規模宅地特例の適用範囲も拡大

された。都心の地価急騰により、中小企業の

事業承継のための相続コストも大幅に上がる

ことになったからである。このため、1980年

代には特定居住用宅地の特例財産評価（２世

代が同居している場合の相続財産評価額に対

する優遇）は200平方メートルまで30％の減

額であったが、94年には80％へと上昇、現在

は240平方メートルまで80％の減額となって

いる。
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表5 不動産取得税の内訳

土地

建物

2003年

台帳価格×50％×3％

（台帳価格－1200万円）×3％

1993年

台帳価格×75％×3％

（台帳価格－1000万円）×3％
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たとえば、240平方メートル、時価１億円

の住居に、子供夫婦が親と同居している場

合、相続財産評価額は時価の８割で8000万

円、これをさらに80％減額するので相続税法

上の財産評価額は1600万円と、時価の16％に

すぎない。

1980年代後半の地価上昇に伴う多額の相続

税負担を軽減するために行われた無意味な節

税不動産投資を抑制し、地価上昇をくい止め

ようとした税制優遇策は、その負担軽減だけ

が90年代に独り歩きを始め、いつの間にか目

的も不況対策になってしまった。現在の住宅

地価格は1990年の半分以下、株価も４分の１

である。1990年代の資産デフレにより、相続

税は財産評価の特例の強化と基礎控除の高止

まりで空洞化しつつある。

不動産を手に入れる方法は、購入または相

続である。住宅ローンで自宅を購入する人か

ら見れば、親と同居している子供の相続財産

の評価が時価の16％にしかならないような相

続税の優遇は過剰に映る。土地対策として引

き上げられた相続時の基礎控除額、および中

小企業の事業承継を守るための小規模宅地の

特例という優遇は、地価が下がってしまった

現在は必要性が失われつつある。

4 個人の住宅購入支援
1990年代における不動産税制の最大のポイ

ントは、景気刺激を目的として続々と住宅購

入支援策がとられたことである。

（１）住宅ローン減税

1994年までの住宅取得促進税制では、減税

はローン残高3000万円まで期間６年とされて

いた。期間６年までの住宅ローン残高別の税

控除額は表６のとおり。控除額は、６年間で

は最大160万円である。1990年代後半には、

税額控除は10年間で最大500万円まで拡大さ

れた。住宅建設を促すことで景気回復を図ろ

うとしたのである。

現在の優遇税制は、年間所得3000万円以下

の人が自宅購入のために住宅ローンで資金を

調達した場合、10年間にわたって上限5000万

円の住宅ローン残高まで、その１％（最大年

50万円）を税額控除するものとなっている。

年収800万円、妻は専業主婦、２人の小学

生の子供を持つサラリーマンが、この例の住

宅を3000万円の住宅ローンを利用して購入し

たとする。このサラリーマンの課税所得は

330万円である。

給与所得：800－200（給与所得控除）＝600

社会保険料：800×10％＝80

夫の基礎控除：38

妻の配偶者控除（含む特別配偶者控除）：76

子供の扶養控除：38×2＝76

課税所得：600－80－38－76－76＝330

課税所得330万円までは所得税率10％で所

得税は33万円、住宅ローン税額控除は30万円

（3000万円の１％）なので、所得税納付は３

万円となる。

個人の住宅購入を促進するために、国家の

支援は確かに必要だが、年収800万円のサラ

リーマンの所得税をほとんどゼロにしてしま
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表6 住宅ローン残高別の税額控除比率

1000万円以下

1000万円超2000万円以下

2000万円超3000万円以下

税額控除額

最初の2年間

1.5％

1％

0.5％

30万円×2

後の4年間

1％

1％

0.5％

25万円×4

6年間の合計

160万円
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うほどの優遇を続けることは困難である。こ

のため、2004年度の税制改正により、住宅ロ

ーン税額控除は2008年まで徐々に縮小される

ことが決まった（2008年以降、10年間で最高

160万円）。

（２）住宅取得資金贈与の特例

退職金は金融資産などでそのまま温めてい

る一方で、月25万円前後の公的年金給付を受

け、悠々自適の人生を送っている高齢者の子

供が、住宅購入のためのローンの返済に追わ

れ、また子供の教育資金のために消費を切り

つめて生活しているとしたら、不自然であろ

う。子供がお金を必要としているときに、豊

かな親の財産を容易に子供に移転することが

できれば、いくらかでも個人消費の活性化に

役立つのではないか。

そこで、世代間の財産移動を促し、個人消

費を活性化することを目的に、1990年代後半

に、住宅購入に際して税制特例が設けられた

（所得1200万円以下の場合に、自分の父母ま

たは祖父母からの贈与に対するもので、一生

に一度だけ）。現在、550万円までの贈与は非

課税であり、1500万円まで税制優遇がある

（リクルート社によると、子供のマイホーム

購入にかかわる親からの支援額は、優遇税制

導入の効果もあって、2003年の平均で733万

円という）。

本稿のケースのように、1000万円の贈与を

受けた場合の贈与税は45万円である。特例が

なかった場合には231万円なので、186万円の

差がある。186万円分得をしたと考えれば、

住宅ローン税額控除の30万円と合わせて216

万円の税制優遇であり、総額5000万円の一戸

建て住宅購入にかかわる税金コスト166万円

（うち100万円は消費税）を上回ることにな

る。

（３）相続・贈与一体化方式の導入

贈与税に対する考え方を根本から変える相

続・贈与一体化方式も導入された。｢65歳以

上の親から20歳以上の子供たちへの贈与につ

いて、相続・贈与一体化方式の選択を申告す

れば、生前贈与については2500万円（住宅目

的の場合は3500万円）の特別控除を設定し、

これを超える部分に贈与税として20％源泉分

離課税し、相続時には過去の生前贈与分を再

集計して、相続税必要納付額を計算する。そ

して、この必要納付額から過去の贈与税納税

額を引いたものを現実の相続税額とする」制

度である。

親の財産が7000万円（預金のみ）で、２人

の子供がそれぞれ3000万円の住宅を購入した

とき、子供２人にこの一体化方式により1500

万円ずつ贈与したとする。親が死亡したとき

には、２人の子供に支払った金額も加えて相

続税を計算するが、基礎控除が7000万円

（5000万円＋1000万円×２）なので、相続税

は発生しない。このようなケースでは、子供

は住宅購入に対する親からの支援を、必要な

ときに非課税で受けることができる。

1990年代の不動産税制の最も大きな特色

は、上述した個人の住宅購入支援策を強化し

たことである。内訳は、①住宅ローン残高

（上限5000万円、10年間）の１％を税額控除、

②所得1200万円以下の場合、親からの住宅支

援のための贈与は550万円まで非課税、1500

万円まで優遇税率、③相続・贈与一体化方式

の導入――の３つである。①に関しては財政

面から制約される方向にあり、②、③は今後
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も続いていくものと思われる（2003年度には

相続・贈与一体化方式が１兆円の規模で利用

された模様である）。

5 不動産のキャピタルゲイン
（１）土地のキャピタルゲイン

土地のキャピタルゲインについては、短期

（５年以内）と長期（５年超）で異なった税

率が適用される。長期キャピタルゲインは不

労所得であり、総合課税にすべきとの意見も

あろうが、土地保有者が土地を売却しない限

り宅地は供給されないため、低率の分離課税

とする政策がとられてきた。一方、短期のキ

ャピタルゲインには、土地投機抑制の観点か

ら高税率が適用されている。

長期キャピタルゲインへの課税は、バブル

による地価上昇に対処するために、1992年に

一律39％（含む住民税９％）の分離課税へと

引き上げられた。しかし、地価下落に伴って

税率は徐々に下がり、2004年からは一律20％

（含む住民税６％）となる（図７）。

1990年代後半以降の長期キャピタルゲイン

税率の引き下げは、不動産投資を促すことを

目的としていた。しかし、現実には税率引き

下げにより不動産売却が進み、地価下落に

拍車がかかることになってしまった。不動産

価格の急落が予想される状況にあっては、キ

ャピタルゲイン税率の引き下げは、地価下落

を止める有効な手段とはならなかったので

ある。

長期の土地キャピタルゲインに対する税率

を20％に引き下げることと併せて、2004年分

から、個人の土地にかかわるキャピタルロス

の経常所得との損益通算は認められないこと

となった（除く居住用不動産）。これまでは

サラリーマンが副業として行った賃貸の不動

産を処分して売却損が生じた場合、損益通算

が可能であったが、2004年からは認められな

い。当局は、土地の売却益が総合課税ではな

く、長期保有の場合には低率分離課税である

以上、売却損を損益通算することは認められ

ないとしている。しかし、この変更は不動産

投資に対して悪影響を与えることになる。

（２）自宅のキャピタルロス

以前は、自宅売却時のキャピタルロスは考

慮されていなかった。しかし、住宅地価格が

下落を続けるなか、やむなく自宅を売却した

ことでキャピタルロスが発生してしまった人

を救済する目的で、1990年代後半に以下の優

遇策が設けられた。

すなわち、年間所得3000万円以下の人が、

所有期間が５年を超えている住宅ローン付き

の自宅を売却して、翌年12月末までに次の物

件を購入し、再び住宅ローンを抱えている場

合には、自宅の売却損を通常所得と損益通算

することが認められた（１年で売却損を使用

しきれなかった場合は３年間の繰り越しが認

められる）。
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給与所得1000万円の人が、自宅を買い換え

て3000万円のキャピタルロスが発生した場

合、３年にわたって毎年1000万円の損を計上

することが可能となったため、３年間は申告

所得がゼロになるわけである。

（３）買い換え特例

1982年に導入された買い換え特例は、バブ

ル期の地価急騰の大きな要因であったと考え

られている。

取得価格1500万円の住宅を3000万円で売却

して、新たに別の住宅を購入する場合（買い

換え）、キャピタルゲインの1500万円に30％

分離課税されると手取りは2550万円となり、

3000万円の物件を購入しようとすれば借金が

必要となる。地価が上昇を続ける場合、キャ

ピタルゲイン課税は住宅買い換えには障害に

なると考えられていた。

そこで、個人が持ち家目的で売却代金以上

の価格の住宅を購入する場合は、キャピタル

ゲインに対して課税しないとした。これが買

い換え特例である（取得価格1500万円の住宅

を3000万円で売却して、4500万円の住宅を新

たに購入する場合、初めの住宅の売却益1500

万円は課税繰り延べとなる）。

1980年代後半には、都心の地上げにより巨

額の自宅売却益を得た人が、郊外の大型物件

をこの特例により購入するケースが急増し、

都心の地価上昇が郊外に波及する要因となっ

た。このため、1988年から90年代前半にかけ

て、この買い換え特例の適用は相続の場合な

どに限定されることとなった。

しかし、1993年に地価下落対策として、売

却価格１億円以下の場合に、買い換え特例が

復活した。現在は売却金額の制限はなくな

り、相続に加え居住用住宅においても、10年

以上保有した不動産であり、かつ床面積が50

～280平方メートル、土地面積が500平方メー

トル以下の場合、買い換え特例が認められて

いる。

以上のように、1990年代、個人の不動産の

買い換えにかかわるキャピタルゲイン（ロ

ス）については、税制上の優遇が強められ

た。

（４）不動産所得の損益通算

個人にとっても、不動産投資は魅力的な時

代があった。借金で一戸建て住宅を購入して

貸家とすれば、家賃収入は入るが、利子の支

払い、減価償却などの費用で不動産所得は赤

字となる。不動産所得は給与所得と損益通算

することが可能なので、課税所得は減り、所

得税は減る。一方で、長期的に土地の値上が

りにより土地含み益が増大し、貸家の赤字も

黒字となれば、さらに住宅を購入して…とい

う「土地神話」が生まれたのである。

このような戦略が土地への過剰需要を生み

出したとして、1992年から個人の不動産事業

の損益通算においては、土地購入のための

借金の利子に相当する部分については損益通

算を認めないこととし、これは現在も続いて

いる。

不動産投資を促すために、土地部分に見合

う借入金の利子に対しても損益通算を認める

べきという意見もある。しかし、国内全体で

空き家は600万戸もあり、空室率は10％台に

上る。安易な賃貸ビジネスは個人破産につな

がりかねない。一方、2004年中に不動産投資

信託市場は２兆円の規模に達する見込みであ

り、個人が不動産投資を行うことも手軽にな
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りつつある。当局が所得税収入を減らしてま

で、土地部分の利子の損益通算を認める状況

にはない。

（５）金融所得課税の一元化

所得課税する際、給与所得や事業所得など

の労働所得と、投資の果実（利子、配当、株

式売却益）とをはっきりと区別し、投資の果

実については損益合計額に一律20％の課税と

する金融所得一元課税論が取り沙汰されてい

る。この場合、賃貸ビル事業の損益、不動産

の売却損益も、労働所得ではなく投資の果実

と捉えることもできなくはない。

現在は、投資の果実を金融所得に限定し、

不動産投資については後日検討する方向であ

る。しかし、両者は密接にかかわり合ってい

る（不動産投資信託への投資とワンルームマ

ンションへの投資の本質は同じである）。｢後

日検討する」ということは、今後、金融所得

に対する税率と不動産投資の果実に対する税

率とを大きく乖離させるのは困難であるとい

うことにほかならない。今後、自宅以外の不

動産への投資に対する課税は、金融所得に対

する課税とセットで検討されていくことにな

ろう。

6 1990年代、住宅供給の急増
（１）不要不急資産の売却に走った企業

1990年まで、低金利は不動産相場の上昇に

つながっていた。しかし、1990年代以降は、

低金利にもかかわらず地価は低下し続けてい

る。その理由としては、①1980年代後半の投

機的な地価高騰への反動、②不動産価格の低

下が銀行不良資産問題を引き起こし、銀行の

信用力、さらには与信力が低下したこと――

があげられる。この時代、銀行を救うために

公的資金が投入され、銀行再編が相次いだ。

銀行は不動産担保融資の回収のための担保不

動産の処分に迫られた結果、銀行が土地の売

却主体ともなったのである。

企業はバブル期には資産価格が上がり続け

ることを前提に設備投資を行っていたが、バ

ブルの崩壊によって内需が落ち込んだことで

過剰設備となり、収益の悪化につながった。

また、中国や東南アジアの製品が国内市場に

大量に入り込むようになり、日本企業は事業

ポートフォリオの再編に追われるようになっ

た。ところが、銀行からの資金調達には不安

があったため、企業は不要不急の資産（運動

場、配送センター、社宅など）を売却してリ

ストラ資金を捻出する必要に迫られた。

国土交通省の『土地白書』によれば、1990

年代後半、企業の土地売却金額は年平均２兆

円に達したとされている。

（２）分譲住宅とオフィスの供給が急増

「土地神話」が成り立っていた時代（1990年
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まで）は、用地の供給が十分ではなく、住宅

供給の問題は常に用地不足の問題でもあっ

た。しかし、1990年代半ば以降、企業リスト

ラにより大量の土地が企業から供給される

一方で、銀行の与信力低下によるデフレを防

止するために低金利政策、さらには大規模な

住宅ローン減税が行われた結果、94年以降

は毎年30万戸の分譲住宅建設が着工されてい

る（前ページの図８）。

個人の活発な住宅投資は、地価にも影響を

与えている。2003年の６大都市商業地価格は

1992年の５分の１となったが、住宅地価格

は２分の１になったに過ぎない（図９）。

東京23区では、オフィスの供給面積が1993

年の6000ヘクタールから2003年には8000ヘク

タールへと急増した。不況下で大量のオフィ

スが供給されたため、家賃は大幅に値下がり

した。現在、一流のインテリジェントビルの

賃料は下げ止まりの傾向にあるものの、二、

三流の中小型ビルの賃料は依然として下落し

ている。

一方、表７のとおり、近年、３大経済圏に

おけるマンションの供給量は過去30年間で最

大となっており、建売住宅の供給量もバブル

期を上回っている。地価が上がり続けた1990

年までは、庶民が買うことのできる一戸建て

住宅は都心から通勤に１時間以上かかり、低

価格の郊外型マンションの建設が盛んであっ

た。しかし、現在の東京圏では、企業の土地

放出に伴う地価下落が続き、マンション建設

の都心回帰の現象が鮮明に見られる。このた

め、郊外の一戸建て住宅、中古マンションの

価格は下がりつつある。

（３）税制による地価対策は時代遅れ

1990年代から現在に至るまで、異常低金

利、税制優遇という状況下で、３大経済圏に

は大量の住宅供給があり、東京では空き家率

が11％を超えた。全体的に見れば、もはや東

京は住宅不足とはいえない。国家財政の悪化

を考慮して、住宅ローン税額控除枠が縮小さ

れることが決まり、将来、住宅ローン金利が

上がれば、住宅地価格は低下する可能性さえ

ある。

さらに、若年層では収入の安定しないフリ

ーターが増えており、その世代の住宅購入能

力にはあまり期待できない。一方、年間死亡

数は現在の100万人から2010年には130万人に

なるとされており、相続による土地の供給も

増加する。晩婚化、少子化によって家族の人

数は減りつつあり、庭付き一戸建て住宅への

ニーズも減ってきている状況下にあっては、
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表7 3大経済圏の年当たり分譲住宅供給

マンション

建売住宅

1980年代後半
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30～40

1995～2001年
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（単位：千戸）
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３大経済圏での相続による市街化区域内非生

産緑地の放出は、住宅地需給に大きな影響を

及ぼすと思われる。

全体的に見れば、３大経済圏で再び地価が

上がることも期待できない。一部の優良物件

では価格が上がる可能性もあるが、都心から

遠く、駅から離れている物件については、今

後も地価下落は続くだろう。首都圏の住宅地

の価格形成は今後、二極化していくと思わ

れる。

地価が下落するとともに宅地供給も急増し

たため、３大経済圏では、個人も自分の住み

たい所に住むことがかなりの程度まで可能と

なってきている。基本的には、３大経済圏で

は土地不足の時代ではなくなったと判断して

よかろう。

1990年代の経済政策に大きな影響を及ぼし

た銀行不良資産問題も、2005年までには大方

の目途がつくといわれている。為替の動きに

大きく左右されるものの、2003年度以降、日

本企業の収益率も上向いている。景気対策と

して資産価格の引き上げを政策目標とする理

由は、もはやあまりない。加えて2006年以

降、戦後のベビーブーマーが定年を迎えるこ

とが、商業用ビルの需給悪化の一因となると

予想される（2000～10年に丸ビル23棟分が不

要になるともいわれている）。

超優良物件の価格上昇をバブルとは呼べな

いであろうが、都心から遠い場所の地価の下

落を資産デフレともいえまい。東アジアで国

際競争が激化するなかで、デフレ経済が続く

とすれば、３大経済圏での全体としての地価

下落は、むしろ望ましいことであろう。３大

経済圏への人口集中による地価上昇に対する

施策としての税制変更は、もはや時代遅れで

あろう。

7 保有面から見た税コスト
（１）地価税、特別土地保有税

地価が上昇するとき、投機目的の不動産取

引には重税を課そうとする。だが、取引の目

的が投機であるか否かの判断は困難であるた

め、税により地価上昇をくい止めようとすれ

ば、すべての取引に課税せざるを得ない。と

はいえ、住宅地の供給が止まるような重税を

課せば、土地不足で地価がより上がってしま

うことにもなりかねない。このため、短期の

キャピタルゲインに対しては重税を課すもの

の、長期キャピタルゲインに対しては慎重に

対応せざるを得なかった。

このようにキャピタルゲイン課税には制約

があるため、地価を下げるには、長期間にわ

たり保有し続ければ儲かるという前提で保有

され続けている遊休地の保有コストを上げる

必要があった。しかし、固定資産税は応益負

担の原則で徴収を行っている地方政府の基幹

税であり、不動産市場の動き次第で税額が大

きく変動することは望ましくない。

そこで、保有コストを引き上げて地価の抑

制を図るために、1992年に地価税（相続税財

産価格を時価とし、0.3％課税）が導入され、

4000～5000億円の税収があった。ところが、

地価が下落し始めたため税の正当性が問われ

ることとなり、1996年には税率が0.15％に引

き下げられ、98年からは課税は停止されて

いる。

また、特別土地保有税についても、1992年

に一部適用範囲が拡大されたが、保有分の場

合、土地取得価格そのものに対して1.4％が

課税されるため、バブル期に購入した土地価
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格が大きく値下がりした場合、企業経営に与

える影響が大きい。このため、再び適用範囲

が縮小され、2003年から課税は停止された。

1992年税制改革の目玉であった、地価引き

下げを目的とした地価税、特別土地保有税

は、10年以上に及ぶ地価下落のなかで適用が

中止されたのである。

（２）混乱した固定資産税

家を持っていれば、毎年、固定資産税と都

市計画税を支払う必要がある。固定資産税は

固定資産税台帳価格の1.4％、都市計画税は

同0.3％である。1990年代、実勢地価と比べ

てあまりに水準の低かった固定資産税台帳価

格を公示価格の７割にまで引き上げたこと

が、さまざまな問題を生んだ。

固定資産税は、土地、建物、それぞれを財

産評価して、固定資産台帳に記載した価格を

課税標準としている（３年に１度の再評価）。

1990年頃には、土地の台帳価格は時価の３割

以下であり、金持ち優遇と批判された。そこ

で、保有コストの引き上げによる地価抑制、

および時価主義の導入による分配の公正の観

点から、1994年度の評価替えの際に、土地台

帳価格を時価の７割にまで引き上げるという

政策がとられた（そのとき、地価はすでに下

落し始めていた）。

ただし、土地台帳価格の急速な引き上げに

伴って課税標準金額を引き上げると、固定資

産税の大幅な負担増につながるため、課税標

準額を毎年一定率で段階的に引き上げようと

した。ところが、バブルの崩壊により地価が

急落したため、保有不動産価格が下落してい

るにもかかわらず固定資産税が増えるケース

が多発し、多くの住民訴訟が起こされた。現

在、住宅地の台帳価格は2003年の再評価によ

り時価のおよそ７割となっているが、商業地

の一部の台帳価格は納税者が納得できるもの

ではない。

商業地での固定資産税をめぐる問題を、

表８により極端に単純化して説明する。

初年度には公示価格（市場価格）が100、

台帳価格が20で、固定資産税は20×1.4％＝

0.28である。２年目には、台帳価格が公示価

格の７割の70に引き上げられたとすると、固

定資産税は70×1.4％＝0.98となる。

１年で3.5倍もの負担増を強いることにな

るため、台帳価格と課税標準額をずらし、課

税標準額を毎年５ずつ段階的に引き上げるこ

とで（最終的には公示価格の７割とする）、

土地の保有コストを徐々に引き上げ、地価下

落、税収増を図ろうとした。

ところが、地価は予想外に下落し、４年目

の土地の評価替えでは公示価格は75、台帳価
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表8 1990年代の固定資産税計算

公示価格（A）

台帳価格

課税標準額

同修正金額

固定資産税（B）

実効税率（B/A）

1年目

100

20

20

0.28

0.28％

2年目

100

70

25

0.35

0.35％

3年目

30

4年目

75

52.5

35

0.49

0.65％

5年目

36

6年目

50

35

37

0.52

1.04％

同修正

35

0.49

0.98％
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格は公示価格の７割の52.5となった。この年

の固定資産税は35×1.4％＝0.49、保有不動産

が25％の含み損を抱えているにもかかわら

ず、初年度に比べると0.21の負担増になって

しまう。当然、不満が出る。

当局は、地価下落に伴い課税標準額の引き

上げ幅を縮小する必要に迫られ、５年目から

は引き上げ幅を小幅（毎年１）にとどめるこ

ととしたが、６年目に公示価格は50にまで下

落してしまい、台帳価格は、毎年１上げてい

た課税標準額37を下回ることになった。この

ため、課税標準額を35に引き下げなければな

らなくなった。

公示価格の７割とした政策の結果、地価急

落にもかかわらず、固定資産税は0.28から

0.49へと1.75倍にもなってしまい、負担率は

大きく上がることになった。

（３）地方財政と固定資産税

商業地では、保有不動産に大きな評価損が

発生したにもかかわらず、固定資産税負担が

増え続けた。地価下落は1990年代後半以降も

続き、地価安定のためには保有コストの引き

下げ、すなわち固定資産税負担の引き下げが

必要であると叫ばれるようになる。

現在、固定資産台帳価格は公示価格の７割

だが、商業地の場合、課税標準額は台帳価格

の７割（つまり、0.7×0.7で時価の約５割）

を上限としている。課税標準を時価の７割に

まで引き上げようとしたが、現実には地価の

暴落により５割にとどまっている。これは、

不動産下落期の納税者の固定資産税負担を軽

くするための処置である。固定資産税の負担

軽減とは、この５割をさらに引き下げること

にほかならない。

ところが、地方（市町村）財政上の問題

で、固定資産税負担の引き下げは困難であっ

た。市町村住民税は、減税および法人収益

の悪化で、1993年度の10.7兆円から2001年度

には8.2兆円へと、2.5兆円も減ってしまった

（表９）。これに対して固定資産税は、台帳価

格を公示価格の７割としたことに伴う混乱は

ともかく、課税標準を引き上げたため、7.5

兆円から9.1兆円への増収となった。金額そ

のもので比較しても、固定資産税9.1兆円、

住民税8.2兆円と、固定資産税は地方財政に

おける最大の財源となったのである。

さらに、固定資産税に都市計画税を加える

と、市町村税収の52％を占める（市町村住民

税30％、市町村法人税11％）。国と同様、地

方財政も借金財政である。地価対策としての

固定資産税率の引き下げに、素直に同意でき

ない状況にある。

（４）個人の固定資産税

なお、個人住宅の固定資産税については、

時価７割までの台帳価格引き上げの過程で、

個人の負担が急増することを避けるために、

台帳価格を６分の１倍、または３分の１倍す

ることとした（次ページの表10）。
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表9 住民税と固定資産税（市町村）の推移

住民税

個人住民税

法人住民税

固定資産税

土地

建物

償却資産

1993年度（A）

10.7

7.3

3.4

7.5

3.0

3.0

1.5

1997年度

9.7

7.2

2.5

8.8

3.7

3.3

1.8

2001年度（B）

8.2

6.0

2.2

9.1

3.7

3.6

1.8

B－A

－2.5

－1.3

－1.2

1.6

0.7

0.6

0.3

（単位：兆円）

出所）総務省「地方財政統計」
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初めのケースに当てはめると、土地（200

平方メートル）の固定資産税（取得価格3000

万円）は4.9万円である。

3000×0.7×1/6×1.4％＝4.9

また、建物（120平方メートル）の台帳価

格は120×８万円＝960万円であり、新築で面

積120平方メートル以下の場合、当初３年間

の固定資産税は２分の１なので、建物の固定

資産税は6.7万円となる。

960×1/2×1.4％＝6.7

結局、5000万円の一戸建て住宅の保有コス

トは11.6万円になる（実効税率は0.23％）。

一方、道路の建設、下水道の改良など都市

計画事業を目的とした都市計画税では、市街

化地区内にある土地・建物に対して0.3％を

課している。都市計画税の課税標準は、土

地・建物とも固定資産台帳価格であり、一般

住宅用地は３分の２、小規模住宅用地は３分

の１に減額される。都市計画税の、必要納税

額は５万円となる（ここでは課税標準を固定

資産税の場合と同額と仮定）。

3000×0.7×1/3×0.3％＋960×0.3％＝5

すなわち必要納税額は、固定資産税と都市

計画税を合わせると16.6万円になる（実効税

率は0.33％）。保有コストは10年前と比べて

もそれほど変わっていない。固定資産税の計

算上、６分の１、３分の１の掛け目を用いた

ことで、商業地のように実効税率が上がるこ

とを避けたためである。

とはいえ、原則は、｢固定資産税は時価評

価財産の1.4％」である。例の一戸建て住宅

の場合ならば、5000万円×1.4％＝70万円で

ある。

年収1000万円の人が3000万円のローンで

5000万円の家を購入した場合に、70万円の固

定資産税負担はかなりつらいと思われる。こ

のため、土地は時価の７割を台帳価格とし、

さらに３分の１、６分の１の掛け目を組み込

んでいる。建物についても、建設費の約半分

を台帳価格とし、さらに当初３年は税額を２

分の１としている。現状の個人向け固定資産

税は、例外条項なしでは受け入れ難いものな

のである。

しかも、面積ベースでは、個人用の住宅地

が宅地の64％を占めており、商業地の占める

割合は36％に過ぎない。つまり、３分の１、

６分の１という例外条項を用いている個人納

税者が、宅地全体の半分以上を占めているの

である。

商業地に対しても、土地部分は課税標準を

時価の７割にすることができず、時価の５割

弱に対して1.4％の税率を課し、実効税率を

0.6～0.7％に抑えている。しかし、長期不況

で企業収益は悪化しており、企業にとっては

かなりの負担となっている（2004年度の税制

改革では、公示価格の７割となっていた課税

標準の上限を、自治体の裁量で下げることが

可能となった）。

（５）地方財政上からも見直しを迫られる

固定資産税

バブル期に固定資産税の課税標準を公示価

格の７割としたことの正当性を問い直すべき

時期に来ている。課税標準として時価を用い
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表10 個人住宅用地の固定資産税計算

面積

200平方メートル以下

それを超える部分

固定資産税

台帳価格×1/6×1.4％

台帳価格×1/3×1.4％
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れば、税率を一定とした場合、不動産価格の

変動に伴って納税額も著しく変動することに

なる。個人、とりわけ年金生活者にはこの変

動に対する適応力はない。自治体にとって

も、収入のおよそ半分を占めている固定資産

税の収入額が上下することは望ましいことで

はなかろう。固定資産税土地部分の課税標準

を時価と連動させることを基本方針としてよ

いのだろうか。

また、収入に占める固定資産税のウエート

が高すぎることも問題である。課税標準を下

げる（たとえば、台帳価格の５分の２にす

る）ことで固定資産税の実効税率を下げ、地

価の下落圧力を減らす一方で、減収分は住民

税などの増税により賄うといった、抜本的な

地方税改革が必要である。

1992年の税制改革で、地価を下げるための

切り札として導入された保有税（地価税、特

別土地保有税、固定資産台帳価格の時価主

義）は、地価の下落により意味を失い、地価

税、特別土地保有税は適用されなくなった。

また、固定資産税の時価主義も見直しを迫ら

れている。当面の課題は、地方財政収入に占

める固定資産税の比率をどの程度とするか、

ということであろう。

1 土地税制の位置づけを
考え直す時期
地価は税制に大きく影響されるといわれて

きた。確かに、1980年代の不動産の買い換え

特例は、都心の地価上昇を郊外に波及させる

大きな要因となった。しかし、都心の地価上

昇の原因には、金融緩和や東京国際金融セン

ター発展に伴う、商業用ビル需要の高まりも

あった。個人や法人が借金で不動産を購入

し、赤字決算による節税および土地の含み益

拡大を狙った一連の行動も、税制上の損益通

算が原因ではあるものの、高度成長下で定着

した「土地神話」があったことを忘れてはな

らない。

成長は続き、土地の価格は上がり続けると

いう「神話」は、10年以上にわたる地価下落

や、国内経済の空洞化、少子高齢化社会の到

来によって崩壊したようであり、土地税制の

位置づけを考え直す時期に来ている。

1992年の地価抑制を目的とした土地税制

は、変更あるいは廃止を余儀なくされてしま

った。保有コストの引き上げを目的とした地

価税、そして強化された特別土地保有税は徴

税を停止している。また、不動産長者に対す

る社会批判から引き上げられた土地の長期キ

ャピタルゲイン税率は、引き下げが相次ぎ、

2004年からは一律20％分離課税となる。さら

に、取得コストを引き下げるために登録免許

税は引き下げられ、2003年には法人に対する

不動産取得税率も引き下げられた。

一方、変更や廃止となっていない税制につ

いては、新たに別の問題が持ち上がってい

る。節税を目的とした無意味な不動産投資を

抑制するために、1992年の税制改正時に相続

税の基礎控除が引き上げられたが、その後の

資産価格の急落により、相続税対象者が大幅

に減少したため、社会的公正に反するように

なってしまった。政府税制調査会では、公正

の観点から基礎控除の引き下げを検討して

いる。

また、住宅投資の促進による景気回復を目
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Ⅲ　今後の人口減社会に求められる
過疎化対策としての土地税制
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的とした住宅ローン減税（期間10年、最大

500万円）は、国家財政の悪化もあり、規模

縮小の方向にある。地価下落を阻止するため

に固定資産税負担の切り下げを望む声もある

が、地方財政バランスも大幅に悪化している

ので、順調には進まないだろう。さらに、消

費税は不動産取得コスト中最大の割合を占め

ているが、将来の消費税引き上げはやむを得

ないという風潮にある。

このように、土地に関する税制について

は、財政が悪化している状況下では負担を軽

減することが難しいものが多い。

地価下落により、安価な住宅地の供給とい

う目的はある程度達成されている。企業収益

の回復、さらに銀行不良資産問題に一応の区

切りがついた現在では、財政バランスを悪化

させてまで、景気回復を目的として３大経済

圏の地価引き上げのための税制優遇を行うこ

とは、意味のないものとなっている。

2 地方の人口維持と雇用増大に
資する税制へ

今、土地税制に求められているのは、2006

年頃には表面化してくる人口減社会への対応

であろう。土地税制の課題は、以前は３大経

済圏への人口集中による地価上昇を抑えるこ

とであった。しかし、これから大きな問題と

なるのは、地方の過疎化対策であろう。

2004年１月の公示価格を見ると、東京都心

部では地価の下落は終わり、上昇の兆しも見

える。大規模開発が終わり、利便性、住環境

の点で明らかな利点のある首都圏の地価は、

資産デフレから脱却しつつある。だが、３大

経済圏を除く地方の住宅地の地価は、下げ幅

が広がりつつある。

企業収益の回復の背景には、グローバル企

業の国際分業体制が進んだことがある。生産

拠点に占める海外の比率が上昇し続けている

ため、首都圏の地価下げ止まりが地方へ波及

するには多くの時間を要するだろう。国立社

会保障・人口問題研究所の「日本の市区町村

別将来推計人口」によれば、2030年には35％

の自治体が人口5000人未満となり（表11）、

過半数の自治体で人口は2000年比２割減と

なる。

人口の流出で商業、サービス業などが不要

になり、さらに過疎化に拍車がかかるという

地方の悪循環を防ぐために、本格的な人口対

策を講じる必要がある。そのためには、都会

に住む人が引退後に積極的に地方に移住した

いと思えるような環境を整えると同時に、税

制面からの支援も必要であろう。

地方に十分な働き口を設けることも重要で

ある。国立社会保障・人口問題研究所の将来

推計による市町村の高齢者比率予測では、65

歳以上の高齢者比率が４割を超える自治体の

数は2000年の77から2030年には987へと約13

倍に、14歳以下の年少者人口が１割を切る自

治体の数は同じく102から1017へと、これも

約10倍になると予想されている。

地方での高齢者介護の環境を整えるととも
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表11 人口規模別の市町村数の変化

5000人未満

5000人以上1万人未満

1万人以上3万人未満

3万人以上30万人未満

30万人以上

2003年（B）

1,122（34.6）

683（21.0）

762（23.5）

609（18.8）

69（ 2.1）

2000年（A）

722（22.2）

832（25.6）

956（29.5）

659（20.3）

76（ 2.3）

B－A

400

－149

－194

－50

－7

注）カッコ内は構成比（％）
出所）国立社会保障・人口問題研究所
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に、夫婦で無理なく子育てができる社会環境

を整備することも必要である。その意味で、

介護保険については再考の余地があろう。現

在、介護保険は45％を公費（国と地方の折

半）、45％を保険料（保険料率は40～64歳が

28.8％、65歳以上は16.2％）で賄い、残りの

10％は自己負担となっている。利用者の増加

に対応するため、2007年度から保険料を値上

げすることが検討されているが、値上げの根

拠の１つとしてヘルパーの待遇改善も考慮す

べきだろう。

大半のヘルパーは、月々の労働時間が不安

定な登録ヘルパーであり、ヘルパーだけで生

計を立てることは極めて困難な状況にある。

ヘルパーの待遇を改善できれば、ヘルパーが

各地域で高齢者介護サービスに携わりつつ、

生計を営むことも可能になる。社会保障問題

では、給付の削減と保険料の値上げが常に焦

点となるが、医療や介護に関しては、サービ

スの量的増加はそのまま雇用増につながる。

介護に携わる人の待遇を改善することは、高

齢者の生活の質の向上だけでなく、地方にお

ける雇用機会の増加にもつながる。

加えて、介護保険の22.5％は地方政府によ

って賄われている。都会に住む子供が地方に

暮らす親のために、自分の支払うべき住民税

の一部を親の住む市町村に納付することを認

めれば、地方政府の高齢者支援はより確実に

なり、雇用機会の増加にもつながる。

以前は、３大経済圏への人口集中による地

価上昇に対応して、銀行の貸し出し増加額を

規制し、土地税制を変更してきた。今後の日

本社会の大きな課題は、地方社会の人口の維

持と雇用機会の確保である。そのためには、

社会保険、地方税、そして資産税を過疎化対

策として再編成する必要があろう。
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